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は し が き

平成２３年１月から同年６月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明らか

にするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。

この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に基

づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事案処

理状況、答申書、当審議会の委員の構成等を集録している。

この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。
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Ⅰ 今期の活動概要

■ 概 況

今期は、許可等関係が、答申３件

（航空３件）、国土交通省設置法第15

条第３項の規定に該当する事案の認定

１件（港湾１件）であった。

１ 許可等関係事案

○ 定期航空運送事業

２月15日に諮問された㈱ジャルエク

スプレスからの成田国際空港、関西国

際空港及び東京国際空港に係る混雑空

港運航許可申請事案について、３月１

日、８日審議の上、同月10日許可する

ことが適当である旨答申した。

○ 港湾

下関市からの下関港に係る港湾区域

の変更認可申請事案について、６月21

日に説明を聴取し、同月30日に国土交

通省設置法第15条第３項の規定に該当

する事案として認定した。

２ その他事案

○ 運輸安全関係事案

運輸安全マネジメント評価に係る政

策レビュー評価書及び運輸安全パイロ

ット事業の結果について、６月28日に

運輸審議会本審議会・運輸安全確保部

会合同会議において、いずれも大臣官

房運輸安全監理官から説明を聴取し、

意見交換を行った。

○ 現地調査

２月17日に九州新幹線（博多～新八

代駅開業試乗会）について、６月16日

に京浜急行蒲田駅周辺連続立体交差化

事業について、それぞれ現地調査を行

った。

○ 報告聴取等

39件の案件について報告の聴取等を

行った。

九州新幹線試乗会 新規開業区間の現地調査

京浜急行蒲田駅周辺連続立体交差化事業の現地調査
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Ⅱ　運輸審議会審議事案等の処理状況 　（ 平成23年１月１日から
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00 0

00

意 見 聴 取 実 施 事 案 件 数

－ 3 －

3 3 6 0 27 39

2 0 0 0 0 2現 地 調 査 件 数

鉄

・

軌

道

航

空

報 告 聴 取 等 件 数

２　その他の状況

そ

の

他

運

輸

安

全

区 分

　改称した。

計

自

動

車

－ 3 －



Ⅲ 答申の概要

今期は、航空関係３件について、国土交通大臣からの諮問に対して答申をした。その概

要は次のとおりである。

株式会社ジャルエクスプレスからの混雑空港（成田国際空港、関西国際空港及び東京国際空

港）運航許可申請事案

申請者である株式会社ジャルエクスプレスは、株式会社日本航空インターナショナルが東京

（成田国際空港）～札幌（新千歳空港）等、大阪（関西国際空港）～札幌（新千歳空港）等及

び東京（東京国際空港）～札幌（新千歳空港）等との間で行っている運航の一部を同社に代わ

って運航しようとする混雑空港（成田国際空港、関西国際空港及び東京国際空港）の運航許可

申請を行ったものである。

国土交通大臣から平成２３年２月１５日に諮問を受け、当審議会は慎重に審議した結果、申

請者の運航計画に定める発着が成田国際空港、関西国際空港及び東京国際空港の発着調整基準

に合致するものと認められる等、運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであると認めら

れること、また、当該路線の運航は、他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって多頻度運航

と競争状態の促進を図るとともに、利用者利便の一層の向上に寄与するものであること等、当

該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められることから、同年３月１０日に

申請どおり許可することが適当である旨の答申をした。

－ 4 －



－ 5 －

Ⅳ 答申書

航 空

○国土交通省告示第366号（平成23年4月6日）

国 運 審 第 ３ ２ 号

平成２３年３月１０日

国土交通大臣 大畠 章宏 殿

運輸審議会会長 大屋 則之

答 申 書

株式会社ジャルエクスプレスからの混雑空港運航許可申請

について

平２３第９００１号

平２３第９００２号

平２３第９００３号

平成２３年２月１５日付け国空事第７３０号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。
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主 文

株式会社ジャルエクスプレスの申請に係る成田国際空港、関西国際空港及び東京

国際空港を使用して運航を行うことについては、いずれも許可することが適当であ

る。

理 由

１．申請者は、別表に掲げる運航計画に基づき国内定期航空運送事業を経営するた

め、本件申請を行ったものである。

２．当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結

果は、次のとおりである。

（１）成田国際空港関係

① 成田国際空港においては、発着規制として、１日の発着回数を最大６１

５回にするとともに、３０分間の発着回数について６時台から１９時台ま

での間は出発を１１回～１６回、到着を８回～１６回、合計を２４回～２

７回と、また、２０時台から２２時台までの間は、Ａ滑走路発着を１３～

１６回、Ｂ’滑走路発着を８回、合計を２１回～２４回とするなどの発着

調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める成田国際空港での発着は、他の本邦航空運送

事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着

調整基準に合致するものと認められる。

また、申請者の成田国際空港に係る運航計画は、同空港における航空機

整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間（環境対

策の観点から発着規制をしている空港にあっては利用可能時間。以下同

じ。）等からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはな

いものと認められる。

以上により、申請者の成田国際空港に係る運航計画は、航空機の運航の

安全上適切なものと認められる。

② 申請者は、現在、株式会社日本航空インターナショナルが行っている成
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田国際空港と大阪国際空港及び新千歳空港とを結ぶ２路線の運航の一部を

引き継ぎ、平成２３年３月２７日から当該路線について１日３往復の運航

を行おうとするものである。

申請者の運航計画により、日本航空グループとして、効率的で安定した

運航体制の下で、現在と同様の頻度、座席供給量での運航が継続され、利

用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持される。

当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあ

いまって多頻度運航と競争状態が維持され、利用者利便の維持に資するも

のであること等を勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使

用するものであると認められる。

（２）関西国際空港関係

① 関西国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数を４０回

（うち出発回数３２回、到着回数２５回）とするなどの発着調整基準が設

けられている。

申請者の運航計画に定める関西国際空港での発着は、他の本邦航空運送

事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着

調整基準に合致するものと認められる。

また、申請者の関西国際空港に係る運航計画は、同空港における航空機

整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間等からも

妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認めら

れる。

以上により、申請者の関西国際空港に係る運航計画は、航空機の運航の

安全上適切なものと認められる。

② 申請者は、現在、株式会社日本航空インターナショナルが行っている関

西国際空港と東京国際空港、新千歳空港及び那覇空港とを結ぶ３路線の運

航の一部を引き継ぎ、平成２３年３月２７日から当該路線について１日４

往復の運航を行おうとするものである。

申請者の運航計画により、日本航空グループとして、効率的で安定した

運航体制の下で、現在と同様の頻度、座席供給量での運航が継続され、利

用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持される。

当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあ

いまって多頻度運航と競争状態が維持され、利用者利便の維持に資するも
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のであること等を勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使

用するものであると認められる。

（３）東京国際空港関係

① 東京国際空港においては、発着規制として、１時間の発着回数について

６時台から２２時台までの間は出発を３５回（６時台は４０回、２２時台

は５回。この出発回数の外枠でジェット機にあっては７時台に５回、プロ

ペラ機にあっては１日に２回）、到着を３５回（６時台及び７時台は５回、

２２時台は４０回）と、また、２３時台から５時台までの深夜早朝時間帯

は出発を８回（２３時台前半は０回、２３時台後半は４回）、到着を８回

（２３時台前半は８回、２３時台後半は４回）とそれぞれ定めるなどの発

着調整基準が設けられている。

申請者の運航計画に定める東京国際空港での発着は、他の本邦航空運送

事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着

調整基準に合致するものと認められる。

また、申請者の東京国際空港に係る運航計画は、同空港における航空機

整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間等からも

妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認めら

れる。

以上により、申請者の東京国際空港に係る運航計画は、航空機の運航の

安全上適切なものと認められる。

② 申請者は、現在、株式会社日本航空インターナショナルが行っている東

京国際空港と関西国際空港、新千歳空港、那覇空港等とを結ぶ１５路線の

運航の一部を引き継ぎ、平成２３年３月２７日から１日３３往復の運航を

行おうとするものである。

申請者の運航計画により、日本航空グループとして、効率的で安定した

運航体制の下で、現在と同様の頻度、座席供給量での運航が継続され、利

用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持される。

当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあ

いまって多頻度運航と競争状態が維持され、利用者利便の維持に資するも

のであること等を勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使

用するものであると認められる。
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３．以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げ

る基準に適合するものと認める。



別　表

【成田国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

【関西国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日4往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日1往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－４００型

東京（東京国際空港）～
徳島

東京（東京国際空港）～
高松

東京（東京国際空港）～
高知

東京（東京国際空港）～
秋田

東京（東京国際空港）～
岡山

東京（東京国際空港）～
旭川

東京（東京国際空港）～
帯広

東京（東京国際空港）～
那覇

東京（東京国際空港）～
女満別

東京（東京国際空港）～
大阪（関西国際空港）

路 線

東京（成田国際空港）～
大阪（大阪国際空港）

東京（成田国際空港）～
札幌（新千歳空港）

東京（東京国際空港）～
札幌（新千歳空港）

路 線

大阪（関西国際空港）～
東京（東京国際空港）

大阪（関西国際空港）～
札幌（新千歳空港）

大阪（関西国際空港）～
那覇

路 線
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【東京国際空港】

運 航 回 数 運 航 開 始 日 使 用 航 空 機 の 型 式路 線

1日5往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日3往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

1日2往復 平成23年3月27日 ボーイング式７３７－８００型

東京（東京国際空港）～
北九州

東京（東京国際空港）～
長崎

東京（東京国際空港）～
宮崎

東京（東京国際空港）～
松山
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Ⅴ 説明聴取事案

○港湾区域の変更認可申請

認定月日 申 請 者 事 案 の 内 容

６月３０日 下 関 市 下関港に係る港湾区域の変更認可

Ⅵ 部会

○運輸安全確保部会

審議月日 事 案 の 内 容 開 催 場 所

・運輸安全マネジメント評価に係る政策レビュー評
国土交通省2号館16階

６月２８日 価書の報告について
運輸安全会議室

・運輸安全パイロット事業の結果の報告について

（備考） 運輸審議会本審議会・運輸安全確保部会合同会議として開催



　　Ⅶ　報告聴取等

年 月 日 事 案 名 説 明 部 局 等

1月6日 平成２２年の審議状況 運 輸 審 議 会 審 理 室

1月11日
物流から生じるＣＯ２排出量のディスクロージャーの今後のあり方に
関する調査研究

国 土 交 通 政 策 研 究 所

1月13日 平成２３年度鉄道局関係予算概要について 鉄 道 局

1月18日 平成２３年度海事局関係予算概要について 海 事 局

1月20日 観光立国の実現に向けた取組み 観 光 庁

1月25日 平成２３年度自動車交通局関係予算概要について 自 動 車 交 通 局

1月27日 海上保安庁の課題と対策について 海 上 保 安 庁

2月1日 平成２３年度港湾局関係予算概要及び港湾法の改正について 港 湾 局

2月3日 平成２３年度航空局関係予算概要について
大 臣 官 房 参 事 官
（ 航 空 予 算 担 当 ）

2月8日 緊急地震速報について 気 象 庁

2月10日 フェデラルエクスプレス航空事故調査について 運輸安全委員会事務局

2月22日
コンテナターミナルのゲートオープン時間拡大と国際コンテナ戦略
港湾について

港 湾 局

2月24日 地域鉄道の現状と課題について 鉄 道 局

3月3日 船員の確保対策について 海 事 局

3月22日 運輸審議会の審議のあり方について 運 輸 審 議 会 審 理 室

3月24日 運輸審議会の審議のあり方について 運 輸 審 議 会 審 理 室

3月29日 運輸審議会の審議のあり方について 運 輸 審 議 会 審 理 室

3月31日
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び
管理に関する法律案について

大 臣 官 房 参 事 官
（ 近 畿 ・ 中 部 圏 空 港 ）

4月5日 最近の海洋政策の動向について 総 合 政 策 局

4月7日 運輸審議会の審議のあり方について 運 輸 審 議 会 審 理 室

4月12日 国土交通省の情報保全対策について 総 合 政 策 局

4月14日 我が国鉄道システムの海外展開について 鉄 道 局

4月19日 運輸部門における環境対策と最近の環境政策の動向 総 合 政 策 局

4月21日 空港周辺環境対策について 航 空 局

4月26日 国土交通省の政策評価について 政 策 統 括 官 付

5月10日 平成23年度国土交通省税制改正について 総 合 政 策 局

5月12日
国土交通月例経済（H22年11月・12月・H23年1月・2月・3月・4月）
について

総 合 政 策 局

5月12日 運輸審議会の審議のあり方について 運 輸 審 議 会 審 理 室

5月17日 交通基本法案について 総 合 政 策 局

5月19日 鉄道駅におけるレンタサイクルの利用実態に関する調査研究 国 土 交 通 政 策 研 究 所

5月24日 自動車損害賠償保障制度について 自 動 車 交 通 局

5月26日 我が国の国際航空政策の現状と展望 航 空 局

5月31日 我が国航空衛星システム（ＭＴＳＡＴ）の概要 航 空 局

6月2日 移動等円滑化の促進に関する基本方針について 総 合 政 策 局

6月7日 地域公共交通確保維持改善事業について 総 合 政 策 局

6月9日 自動車交通の輸送の安全にかかわる情報（平成２１年度）について 自 動 車 交 通 局

6月14日 航空分野におけるセキュリティ対策について 航 空 局

6月23日 ＭＩＣＥの推進について 観 光 庁

6月30日 国土交通省組織改正について 大 臣 官 房 総 務 課
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Ⅷ 委員の構成等

○委員

平成23年6月30日現在の運輸審議会委員は、次のとおりである。

区 分 氏 名

運 輸 審 議 会 会 長 大 屋 則 之

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 上 野 文 雄

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 廻 洋 子

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 保 田 眞紀子

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 島 村 勝 巳

運 輸 審 議 会 委 員（非 常 勤） 松 田 英 三

（備考）

委員の任命（再任）

島村 勝巳 委員（平成23年2月16日付け）

○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員

平成23年6月30日現在の運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員は、次のとお

りである。

区 分 氏 名

運 輸 安 全 確 保 部 会 部 会 長 上 野 文 雄

部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 島 村 勝 巳

委 員 保 田 眞紀子

専 門 委 員 岡 本 満喜子

専 門 委 員 河 内 啓 二

専 門 委 員 酒 井 一 博

専 門 委 員 髙 巌

専 門 委 員 谷 口 綾 子

専 門 委 員 中 條 武 志

専 門 委 員 村 山 義 夫

○事案処理職員

平成23年6月30日現在の事案処理職員は、次のとおりである。

官 職 氏 名

大臣官房参事官（運輸審議会審理室長） 小 室 充 弘

総合政策局総務課運輸審議会審理室課長補佐 中 山 泰 宏
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